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FICEC『行政書士による無料相談』 

日本を皆さんの第二の故郷へ 

FICEC では、ふじみ野市・富士見市・三芳町から委託を受けて、この地域で生活する外国人のための生

活相談を行っています。 

相談件数は 2023 年 10 月から 2024 年 3 月までの半年間で 200 件を超え、その内容は幅広く、相続や契

約違反など複雑なケースが増えています。 

 
法律や制度に関わる問題には専門的知識やアドバイスが必要です。 

たくさんの法律家や有資格者が問題解決のために協力してくれますが、「相談費用が高いのではないか」と不

安ですね。そんな時は入管や県・市・町で開催している「無料の法律相談」を利用してください。 

 

 

 

皆さん、こんにちは！  

FICEC で第２・第４月曜日に在留資格の相談を行っている行政書士の戸田です。 

皆さんが安心して日本に滞在し、在留資格に応じた生活基盤を確保できるように支援を

行っています。積極的に『行政書士による無料相談』にご相談ください。皆さんに寄り

添った対応を行っていきます。 

 

【行政書士】戸田事務所 戸田公久 

【支援内容】 【費用/無料】 

・在留資格の取得、更新、変更の許可申請・資格外活動の許可申

請・再入国の許可申請・永住許可申請・帰化許可申請 

・身分関係手続き（婚姻、離婚、養子縁組など） 

・法人設立手続き、飲食業など営業に必要な手続き 

【開催日時】毎月、第 2，4 月曜日 14：30～16：00 

【開催場所】ふじみの国際交流センター〔FICEC〕  

項目 件数 内容例 

教育（学校等） 113 
学校の勉強についていけない、高校に進学したい、 

編入手続き、先生との面談に同席してほしい 

日本語学習 63 日本語教室に行きたい、日本語のスキルを上げたい 

結婚・離婚・DV 等 29 子どもを認知してほしい、離婚したい 

雇用・労働 27 雇用契約書の記入、会社を解雇された 

行政の相談窓口 連絡先 

外国人在留支援センター（FRESC） 03-5363-3025 

外国人総合相談センター埼玉 048-833-3296 

法テラス 0570-078374 

ふじみ野市弁護士相談 049-262-9025  049-256-7871 

富士見市弁護士相談（予約制） 049-251-2711（内線 271・272・273） 

三芳町法律相談（予約制） 049-258-0019（内線：404・405） 

行政の無料法律相談 

第 2，4 月曜日 

14：30―16：00 

行政書士戸田事務所 
 

〒354-0041  

埼玉県入間郡三芳町大字藤久保 107

番地 31 

携帯：070-4136-0053 

TEL：070-8940-9795 

FAX：050-3385-5745 

Mail：toda-office@e-mail.jp 

mailto:toda-office@e-mail.jp
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東武東上線上福岡駅西口から歩いて 5 分、「FICEC」の大きな看板が目印です。 

「日本での暮らしに不安を抱えている人」「日本の生活に慣れて外国人のために何か力になりたいと考

えている人」お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICEC はこんなところです 

■生活相談 （無料） 

月曜日から金曜日 10：00～16：00 

困ったことがあったら来てください。外国ルーツの人た

ちが安心して生活できるよう、母語での相談にも応じて

います。生活支援としてフードバンクも行っています。 

・役所から届いた通知の内容がわからない…. 

・母国から呼び寄せた子どもが勉強についていけない…. 

・在留資格と仕事について 

■日本語教室 （無料） 

月曜日と木曜日 10：00～11：30 

来日した外国人が最初にぶつかるのが日本語の難し

さです。 

FICEC の日本語教室はマンツーマンで対応し、生活

言語レベルから日本語能力試験に向けた学習まで、

幅広く学べます。 

■国際子どもクラブ （無料） 

土曜日 9：00～11：30 

外国ルーツの子どもたちの学習支援と「楽しいと思える」

居場所づくりを行っています。 

■15 才以上の子どもの就学支援 

（無料） 

将来の夢を応援します。 

高校受験を控え

る生徒の学習支 

援を行っていま

す。学習の時間

は相談してくだ

さい。 

■Café ficec （500 円/1 回）  

毎月、第 1 日曜日 14：00 から 15：30 

「Only English café」は英語だけでおしゃべりする集いで

す。 

■翻訳 （有料） 

出生証明書･婚姻証明書・戸籍謄本な

ど、在留資格関係書類から一般書類ま

で多言語翻訳を受付けています。 

 

■同行通訳 （有料） 

日本語がわからないとき、役所や学校

での面談は不安なものです。同行通訳

を行っています。 

一緒に勉強しましょう 


